
「北本市ＳＤＧｓ推進に係る方針」（案） 

策定概要 

 

 

１ 策定の趣旨及び目的並びに策定経緯 

 本市では、第五次北本市総合振興計画後期基本計画において、市民との協働

による持続可能なまちづくりの実現に向け、ＳＤＧｓを原動力として地域の強

みと資源を有効活用した取組を行っていくこととしています。 

 これを踏まえ、このたび、「北本市ＳＤＧｓ推進に係る方針」を新たに策定し、

ＳＤＧｓの特徴及び要点を整理するとともに、本市の施策展開にＳＤＧｓの理

念を的確かつ効果的に反映するための基本的な考え方を整理することで、実効

性の高い推進体制を構築します。 

 なお、方針案の検討に当たっては、自治体のＳＤＧｓの推進について多大な

実績を有し、本市にもゆかりのある、高木
た か ぎ

超
こすも

氏（慶應義塾大学大学院政策・メ

ディア研究科特任助教）による庁内研修を実施した上で素案を作成し、それを

基に全庁への意見照会を行い、市政運営の最上位計画である第五次北本市総合

振興計画後期基本計画等との整合を図りながら、最終的な取りまとめを行いま

した。 

 

２ 策定予定時期 

 令和５年３月 

 

３ 方針案の構成 

 ・北本市におけるＳＤＧｓの位置づけ 

 ・本方針の策定目的 

 ・ＳＤＧｓの特徴及び要点 

 ・北本市におけるＳＤＧｓ推進の基本的な考え方 

 ・北本市におけるＳＤＧｓ推進の方向性 

 ・参考資料 


